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合宿教習とは、泊まりこみで効率的に教習をするプランです。 

合宿教習とは、泊まりこみで連日教習をすることで、短期間での卒業を可能にするという教習プランです。 

学科教習・技能教習・検定など、入校日から卒業日まで効率的にスケジュールが組み込まれています。 

■出発日：2024年5月1日～2024年11月30日 

■日数：大型一種8日間～15日間、大型一種+けん引12日間～18日間、 

      大型一種+大型特殊10日間～16日間、大型一種+けん引+大型特殊13日間～20日間 

      けん引+大型特殊8日間、普通二種9日間～10日間、大型二種7日間～17日間 

      大型二種+けん引12日間～20日間、大型二種+大型特殊10日間～18日間 

      大型二種+けん引+大型特殊14日間～22日間、準中型3日～18日間、大特4日間 
 ＊出発日詳細は、4ページ目をご参照下さい。 

■１名参加可能 
   年齢： 

      大型特殊＝満18歳以上60歳未満。 

      けん引＝満18歳以上60歳未満で普通・準中型・中型・大型・大特・二種免許のいずれかを現在所持している方。 

      大型・大型二種・普通二種＝満21歳以上60歳未満の方で普通・準中型・中型・大特免許を受けていた期間が通算して3年以上の方。 

      準中型＝満18歳以上60歳未満。 

   視力: 

      大型特殊＝片目0.3以上かつ両目0.7以上（眼鏡、コンタクトレンズ使用可） 

      けん引・大型・準中型・普通二種・大型二種＝片目0.5以上かつ両目0.8以上（眼鏡、コンタクトレンズ使用可）、深視力が３   

      回検査で平均2.0cm以内の方。 

  色彩識別能力 青・赤・黄の3色が識別できる方 

   聴力              普通の会話が聞き取れる方（補聴器可） 

   運動能力          自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がない方 

■合宿免許料金（旅行代金＋教習料金)  
   大型一種220,000円（税別）242,000円（税込）～300,000円（税別）330,000円（税込）     

   普通二種220,000円（税別）242,000円（税込）～236,000円（税別）259,600円（税込） 

   大型一種+けん引 310,000円（税別）341,000円（税込）～390,000円（税別）429,000円（税込）   

   大型二種 250,000円（税別）275,000円（税込）～443,000円（税別）487,300円（税込）   

   大型一種+大型特殊270,000円（税別）297,000円（税込）～350,000円（税別）385,000円（税込）   

   大型二種+けん引338,000円（税別）371,800円（税込）～521,000円（税別）573,100円（税込） 

   大型一種+けん引+大型特殊 360,000円（税別）396,000円（税込）～440,000円（税別）484,000円（税込）   

   大型二種+大型特殊314,000円（税別）345,400円（税込）～507,000円（税別）557,700円（税込） けん引+大型特殊170,000円（税別）187,000円（税込）            

   大型二種+けん引+大型特殊 380,000円（税別）418,000円（税込）～573,000円（税別）630,300円（税込） 

   準中型90,000円（税別）99,000円（税込）～350,000円（税別）385,000円（税込） 

   大特138,000円（税別）151,800円（税込） 

 

※仮免許試験がある車種の場合、合宿免許料金の他に仮免許受験料1,700円/回、仮免交付手数料1,150円が必要です。 

合宿免許料金には保証内での教習費用・宿泊費用（食事含む）が含まれています。また、合宿免許料金には上記内容が保証されています。 
＊ 年齢を問わず、保証内の場合でも、お客様の不注意または故意による教習遅延の場合は追加料金が必要になります。 

■宿泊 

ホテルエース盛岡 
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大特9,000円（税別）9,900円（税込） 



 

 
■行程 

日 程 ス ケ ジ ュ ー ル 食 事 

1 日 目   

11:50  盛岡駅前（ローソン盛岡駅前店前）集合  学校到着後 入校説明 
       （自家用車で直接学校に来られる方は、事前に学校に連絡の上、12:00までにお越しください。 

         宿舎と自動車学校の移動は当校スクールバスを利用していただきます。宿舎に無料駐車場はありません。） 

13:１0  各自自由行動（運転適性検査・学科教習・技能教習など） 

夕食 

２ 日 目 ～ 

各自自由行動 

（学科教習、技能教習、練習問題、効果テスト、修了検定など） 
  

朝食・昼食・夕食 

最 終 日 

各自自由行動 

（卒業検定・卒業証明書発行） 

15：00  解散 （＊天候等により午後から実施のときもあります） 
  

朝食・昼食 

 

■お申込み～ご出発までの流れ 

①お電話にてご希望入校日・プランをお伺いし、空き状況を確認、仮申込を承ります。 

  電話 019-658-1011 受付 10時～20時（定休日を除く） 

②仮申込後、５日以内に入校申込書を記入し、FAX（019-658-1013）送信して下さい。【本申込】 

③本申込から１０日以内に、合宿免許料金の全額又はお申込金（合宿免許料金の２０％）をご入金下さい。お申込金をお支払いした  

  場合の残金は、所定の期日(＊)までにお支払い下さい。 

  〔お振込先口座 北日本銀行 本宮支店 普通預金 №1696332  口座名義：株式会社 西部産業 〕 
  ＊所定の期日…お申込金のお支払い日の１０営業日後又は入校１０日前のいずれか早く到来する期日といたします。 

④合宿免許当日  集合時間に遅れないように出発して下さい。 

ご旅行条件書（抜粋） 
お申込みの際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認のうえお申込み下さい。 
◆合宿免許契約 

   この合宿免許は、盛岡南ドライビングスクール(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施致します。参加されるお客様は当社と合宿免許契約(以下「本契約」といいます)を締結する事になります。合宿免許の内容・

条件は、募集広告、パンフレット、予約確認書面、旅行条件書及び当社旅行業約款（募集企画旅行契約の部）によります。 

◆お申し込みと本契約の成立 

     当社は、お客様より入校日、運転免許種別を指定して手配の希望を承り、且つ道路交通法、自動車教習所個別規則、旅行条件、空席状況、合宿教習を受講する方が未成年の場合は親権者の同意を確認した上

で当社が手配を承諾する旨お客様へ回答し、ファクシミリによる本契約の予約をうけつけた場合に合宿教習のお申し込みとして取り扱います。当社営業時間外にファクシミリいただいたお申し出は、翌営業日に申出

いただいたものとして取り扱います。当社は、お申込み後に料金の一部を申込金として申し受ける事で本契約を暫定的に成立することがあります。申込金は合宿教習料金の一部に充当するか、本契約を解除すると

きの取消料に充当致します。お申し込み後、当社が指定する期日までにお客様より合宿教習料金の全額を受領するか、又はお支払方法が確定した場合、本契約の成立として取り扱います。（お申込金は合宿免許

料金の２０％から全額) 

◆お申し込み条件 

  1.お客様のご都合により合宿教習を中断する事、一時帰宅する事はできません。ただし、当社の許可があるときは、再入校時点の教習料金との差額やその他関連費用の追加負担等特別条件を付加してお受けするこ

とがあります。 

  2.複数名でお申込み頂いた後、一部のお客様が本契約を変更又は解除する場合、他のお客様全員の契約条件が変更となります。 

  3.当社は、お客様が次に該当する場合、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じる事と致しますが、手配する事が出来ない時は、お申し込みの承諾後や本契約が成立した後であっても、特別条件を付加するか本契

約を解除する場合があります。①持病、心身の障害、アレルギー、妊娠又は妊娠の可能性があり特別な配慮が必要であると知った時②行政処分等を受け欠格期間を満了していない事を知った時③運転適性相

談、医師の診断等当社が求める手続きがされない時 

  4.当社は、次に該当する場合、何らの責任を負うことなく、お申込み及び本契約の締結を解除いたします。①お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は合宿教習の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社 

   が判断した時②暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者又は反社会的勢力と関係すると知った時③当社に対し、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれに準

ずる行為を行った時 

◆合宿教習開始前の本契約の変更および解除 

     お客様は、いつでも表１の取消料をお支払いただく事により、本契約を変更又は解除する事ができます。なお、本契約の変更又は解除は当社の営業時間内に限り受付けます。本契約の変更又は解除に伴って生じ

る航空券、船車券,前後泊等の取消料等費用は、お客様の負担と致します。当社は、お客様が当社の指定する入校日又は集合時刻に遅れ、合宿教習に参加できない場合の責任は一切負いかねます。この場合、

本契約はお客様により変更又は解除されたものとして取り扱うと共に、表１の取消料を申し受けます。 

表1：取消料 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆特別補償責任 

   当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規定」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により命、身体に被られた一定の損害について、

お客様1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院人数により2万円～20万円、通院見舞金として通院日数が3日以上になったときは1万円～5万円、携帯品に係る損害補償金（お客様1名に

つき15万円限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円）を支払います。 

◆個人情報の取り扱いについて 

 当社は、お申し込みの際に事務手続き上必要な範囲で、且つ適法で公正な方法によりお客様の個人情報を所得します。 

お客様の個人情報の取り扱いについて次の事項を確認し、承認の上お申し込み下さい。 

1.個人情報の利用目的 

（1）免許取得の為の教習を実施する為。 

（2）合宿免許に付随するサービスの手配(宿泊など) 

（3）各種お問い合わせに関する回答及びお客様の請求に基づいた資料の送付 

2.個人情報の第三者提供について 

 お客様の個人情報は、提携先の宿泊施設、クレジット会社に提供する事があります。提供する情報はサービスに必要な範囲に制限いたします。 

◆本旅行条件・旅行代金の基準期日 

この旅行条件は2019年10月1日を基準としています。また旅行代金は2019年10月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

取消日 
旅行開始日の前日から           

旅行開始日の前日 
当日        

(旅行開始前) 
旅行開始後     

及び無連絡不参加 
20〜8日前 7〜2日前 

取消料率 20% 30% 40% 50% 100% 

企画・実施   盛岡南ドライビングスクール 

岩手県知事登録旅行業 第2-250号 

（一社）全国旅行業協会正会員 

国内旅行業務取扱管理者 伊香 希望 

                                   熊谷 優希 

                                   長末 美幸 
（お客様のご依頼がある場合には、上記のものが説明を行います） 
岩手県盛岡市本宮字林崎1-1 

営業日・営業時間 

10：00～20：00（定休日を除く） 

電話019-658-1011 FAX019-658-1013 

電子メール mmd@moriokaminami.jp 
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■日数：大型一種8日間～15日間、大型一種+けん引12日間～18日間、大型一種+大型特殊10日間～16日間、大型一種+けん引+大型特殊13日間～20日間    

           けん引+大型特殊8日間、普通二種9日間～10日間、大型二種9日間～17日間、大型二種+けん引12日間～20日間、 

      大型二種+大型特殊10日間～18日間、大型二種+けん引+大型特殊14日間～22日間、準中型3日間～18日間、大特4日間 

■出発日 
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■料金のご案内 
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盛岡南ドライビングスクールご旅行条件書 
この旅行条件書は、パンフレットとともに、旅行業法第１２条の４で定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の５で

定める「契約書面」の一部です。お申し込みの際には必ず事前にご確認のうえお申し込みください。 

※学生・未成年の方は、ご両親にもお見せし、ご了承をいただいてください。 
[1]合宿免許契約 

1.この合宿免許は、盛岡南ドライビングスクール(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施致します。参 

加されるお客様は当社と合宿免許契約(以下「本契約」といいます)を締結する事になります。 

2.合宿免許の内容・条件は、募集広告、パンフレット、予約確認書面、旅行条件書及び当社旅行業約款 

募集企画旅行契約の部によります。 

3.当社は、お客様が当社の定める日に合宿教習を開始する事ができるように、自動車教習所、宿泊施 

設、その他付帯するサービスを手配し、教習所滞在日程を管理いたします。 

[2]お申し込みと本契約の成立 

1.当社は、お客様より入校日、運転免許種別を指定して手配の希望を承り、且つ道路交通法、自動車教 

習所個別規則、旅行条件、空席状況、合宿教習を受講する方が未成年の場合は親権者の同意を確認 

した上で当社が手配を承諾する旨お客様へ回答し、ファクシミリによる本契約の予約をうけつけた場合に 

合宿教習のお申し込みとして取り扱います。当社営業時間外にファクシミリいただいたお申し出は、翌営業 

日に申出いただいたものとして取り扱います。 

2.当社は、お申込み後に教習料金の一部を申込金として申し受ける事で本契約を暫定的に成立すること 

があります。申込金は教習料金の一部に充当するか、本契約を解除するときの取消料に充当致します。 

3.お申し込み後、当社が指定する期日までに次のお支払方法の1つ又は２つ以上の方法でお客様より教 

習料金の全額を受領するか、又はお支払方法が確定した場合、本契約の成立として取り扱います。 

  ①銀行振り込み 

  ②クレジット会社利用の場合はお客様の審査申し込み手続きが完了し、信販会社が当社へ引受を通

知を発したとき 

  ③クレジットカードでのお支払いをご希望の方は、お手数でも営業時間内に当社においでいただきカード

を提示の上お手続きください。 

[3]お申し込み条件 

1.お客様のご都合により合宿教習を中断する事、一時帰宅する事はできません。ただし、当社の許可があ 

るときは、再入校時点の教習料金との差額やその他関連費用の追加負担等特別条件を付加してお受け 

することがあります。 

2.複数名でお申込み頂いた後、一部のお客様が本契約を変更又は解除する場合、他のお客様全員の契 

約条件が変更となります。 

3.当社は、お客様が次に該当する場合、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じる事と致しますが、手配 

する事が出来ない時は、お申し込みの承諾後や本契約が成立した後であっても、特別条件を付加するか 

本契約を解除する場合があります。 

  ①持病、心身の障害、アレルギー、妊娠又は妊娠の可能性があり特別な配慮が必要であると知った

時 

  ②行政処分等を受け欠格期間を満了していない事を知った時 

  ③運転適性相談、医師の診断等当社が求める手続きがされない時 

4.当社は、次に該当する場合、何らの責任を負うことなく、お申込み及び本契約の締結を解除いたしま 

す。 

   ①お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は合宿教習の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社  

     が判断した時 

   ②暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者又は反社会的勢力と関係すると知った時 

   ③当社に対し、暴力的な要求行為、不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又  

    はこれに準ずる行為を行った時 

[4]合宿教習開始前の本契約の変更および解除 

1.お客様は、いつでも表１の取消料をお支払いただく事により、本契約を変更又は解除する事ができま 

す。なお、本契約の変更又は解除は当社の営業時間内に限り受付けます。 

2.本契約の変更又は解除に伴って生じる航空券、船車券,前後泊等の取消料等費用は、お客様の負担と 

致します。 

3.当社は、お客様が当社の指定する入校日又は集合時刻に遅れ、合宿教習に参加できない場合の責任 

は一切負いかねます。この場合、本契約はお客様により変更又は解除されたものとして取り扱うと共に、表 

１の取消料を申し受けます。 

表1：取消料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.当社は、本契約が変更又は解除された時は、既にお支払いいただいている教習料金又は申込金から 

所定の取消料を差し引いた残金を返金するか、若しくはクレジットご利用の場合は請求書により所定の取 

消料を申し受けます。この場合、返金時の手数料等実費はお客様の負担と致します。 

5.お客様は本契約の成立以降次の事由が生じた場合、取消料を負担せずに本契約を変更又は解除す 

る事ができます。この場合、返金時の手数料等実費は当社の負担と致します。 

 ①当社の事情により、卒業予定日が延期された場合 

  ②当社の事情により、合宿教習料金が増額された場合 

 ③自然災害、パンデミック、騒擾・暴動、テロ攻撃、代替不能な公共交通機関の運休、官公署の命令に 

 より合宿教習の安全且つ円滑な実施が不可能となるか、又は不可能となる可能性が極めて大きい場合 

[5]合宿教習開始後の本契約の変更および解除 

1.当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初 

の運行計画によらない運送サービスの提供（遅延、目的地空港の変更等）その他当社の関与し得ない事 

由が生じた場合において、合宿教習の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ない時は、お客様にあ 

らかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、合宿免許日程、その他の内 

容について本契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ない時は、変 

更後に説明します。 

2.お客様の都合により、自動車教習所への入校手続きを行った後に本契約を変更又は解除する場合 

は、当社の参加規定の計算方法に基づき、当日までの必要費用の実費、解約手数料を差し引いた残金 

を返金致します。但し、教習の進度によってはご返金できない場合、あるいは追加料金を請求する場合も 

ございます。なお必要費用の実費とは入学金、学科・技能教習費、教材費、宿泊費、食費、その他の事 

を指し、通学教習料金を元に算出するものとします。また、解除に伴う帰宅費用はお客様の負担と致しま 

す。 

3.お客様が、合宿教習開始後のケガ、病気、その他の理由により合宿教習の継続に耐えられない時は、 

当社は本契約の一部を解除することがあります。その責任が当社にない場合、解除に伴う帰宅費用等は 

お客様の負担と致します。 

4.お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行為、迷惑行為、自動車教習所規則違反により 

円滑な合宿教習継続に支障が生じるか、その可能性が極めて高い場合、当社は合宿教習開始後であっ 

ても本契約を解除することがあります。その場合、第１項の費用の他に損害の賠償を申し受けます。 

5.本契約を変更又は解除する場合の返金額、返金方法、返金時期は当社の規則によります。 

[6]合宿教習開始後の日程の変更 

1.当社がお客様にあらかじめ提示する卒業予定日とは、当社が定める合宿教習予定を全て期日通りに 

修了した場合に卒業可能な日を指します。技能教習が延長となった場合、練習問題・効果テストの不合 

格により検定を受ける事が出来ない場合、学科試験や技能検定の合否、自然災害等の影響による教習 

中止により合宿教習予定を期日通りに修了しない時、卒業予定日に関わらず卒業日は延長となります。 

この場合、当社は、旅程保証の対象外とし取り扱います。 

2.卒業日が延長となる場合、お客様より追加教習費用等をお支払いいただきます。但し、あらかじめ追加 

費用等を含む場合、自然災害等の影響による卒業日延長の場合は、契約に定める日数又は回数まで 

お客様の御支払いは生じません。 

3.道路交通法の定める実技教習課程の修了もしくは修了検定に合格する見込みがないと自動車教習所 

管理者が判断した場合、仮免許学科試験に３回不合格の場合は、合宿教習日程を中断し、お客様には 

一時帰宅頂きます。この時の交通費はお客様の負担と致します。 

4.前項の場合、一時帰宅後の合宿教習日程の再開は、仮免許学科試験合格、再入校時点の教習料 

金との差額や交通費の追加負担等特別条件の付加を改めてお客様へ提示し、ご承諾頂いた上でお受 

け致します。 

[7]宿舎の変更 

1.合宿教習期間中に滞在する宿舎は、あらかじめ当社が施設名を確約した場合を除き、同等の施設の 

中から当社が任意に指定いたします。 

2.当社は、合宿教習期間中に、宿舎又は宿泊室の移動を行う場合があります。この場合、同等の施設へ 

の移動となります。 

3.前項でいう同等の施設とは、宿泊室における一人当たりの広さ、付帯設備に著しい格差がない施設を 

指します。自動車教習所からの距離、周辺の環境、築年数や改装時期はこれを含みません。 

4.お客様単独又は複数名で宿泊室を専有する契約の場合、宿泊室を専有する事ができる期間は、当社 

があらかじめ提示する卒業予定日を限度と致します卒業予定日を超過して合宿教習を受講する場合、 

原則として相部屋をご利用いただきます。 

[8]当社の損害賠償責任 

1.当社は、契約の履行に当たって、当社又は当社が故意または過失によりお客様に損害を与えたとき 

は、損害発生の翌日から2年以内に当社に対して通知があったときに限り、その損害を賠償します。ただ 

し、手荷物の損害は、損害発生の翌日から14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1 

名につき15万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます）として賠償します。 

2.お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その 

他の当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償 

する責任を負いません。 

[9]特別補償責任 

1.当社は、前項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規定」により、 

お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損 

害について、お客様1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院人数により2万円～ 

20万円、通院見舞金として通院日数が3日以上になったときは1万円～5万円、携帯品に係る損害補償 

金（お客様1名につき15万円限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円）を支払いま 

す。 

2.当社は、前号の規定にかかわらず、貴重品（現金、有価証券、宝石類、貴金属類等）、航空券、クーポ 

ン類、パスポート、クレジットカード、免許証、預金・貯金通帳（通帳及び現金引き出し様カードを含む）、重 

要書類、各種電磁媒体に記録されたデータ（ＳＤカード、ＤＶＤ、ＵＳＢ等）、コンタクトレンズ、義歯、義肢そ 

の他約款の別紙「特別補償規程」第18条第2項に定める品目については保証しません。 

3.損害補償金の支払いを受けようとするときは、「特別補償規程」第21条に定める書類を提出しなければ 

なりません。 

4.本項（1）の損害について当社が第22項（1）規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払 

うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項（1）の補償金は、当該損害賠償金とみ 

なします。 

5.当社は、次に掲げる事由により損害を被られた場合は補償金及び見舞金は支払いません。 

①お客様の故意、疾病、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領の事故。 

②旅行日程に含まれていな場合で、自由行動中の山岳登はん（登山用具を使用するもの）、スカイダイ 

 ビング、ハングライダー搭乗その他「特別補償規程別表第1」に定めるいわゆる、「危険スポーツ」参加 

 中の事故。 

③その他「特別補償規程」第3条、第4条及び第5条に該当するとき。 

6.契約書面において、当社による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日（無手配日） 

については、当該日に客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集 

型企画旅行参加中とはしません。 

なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金また見舞 

金が保険会社より支払われることがあります。 

[9]最少催行人員及び添乗員の同行 

1.特に記載がないプランの最少催行人員は1名、全てのプランで添乗員は同行致しません。 

                               

                                       国内旅行業務取扱管理者 伊香 希望 

                                                                                                                 熊谷 優希 

                                                                                                                 長末 美幸      

                       （お客様のご依頼がある場合には、上記のものが説明を行います） 

企画・実施 

岩手県知事登録旅行業 第2-250号 

盛岡南ドライビングスクール 

岩手県盛岡市本宮字林崎1-1 

電話019-658-1011 FAX019-658-1013 

電子メール mmd@moriokaminami.jp 

（一社）全国旅行業協会正会員 

 

営業日・営業時間 

10：00～20：00（定休日12/30～1/3） 

※当社の営業時間外にファクシミリでいただいたお申し出は、翌営業日に申し 

 出いただいたものとして取り扱います。 

合宿教習入校日の前日から起算してさかのぼって 取消料（お一人当たり） 

21日前に当たる日以前の変更・解除 無料 

20日前に当たる日から8日前に当たる日までの変更・解除 教習料金の20％ 

7日前に当たる日から2日前に当たる日までの変更・解除 教習料金の30％ 

入校日の前日の変更・解除 教習料金の40％ 

入校日当日の変更・解除 教習料金の50％ 

無連絡不参加 教習料金の100％ 
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 宿泊先は次の宿泊施設を利用して頂きます。いずれも教習所専用の施設ではありませんので、一般の宿泊

客の方々に迷惑をかけないようご注意ください。 

記号の説明 Ⓐ適用宿泊プラン Ⓑ所在地 Ⓒ電話番号 Ⓓ学校からの所要時間 Ⓔ最寄りの金融機関 Ⓕ最寄りのコンビニ Ⓖ最寄りの病院 

 ホテルエース盛岡 

Ⓐシングル・ツインⒷ岩手県盛岡

市中央通2-11-35Ⓒ019-654-

3811Ⓓスクールバス１５分Ⓔ徒

歩３分（岩手、北日本、７７、郵

便局）Ⓕローソン徒歩１分Ⓖ岩手

医大付属病院（徒歩5分） 

部屋定員 … １～２名 

門限 … 22時 

部屋タイプ … 洋室 

寝具 … ベッド 

風呂 … 各室 

トイレ … 有り 

インターネット…各室無線LAN 

無線LAN … ロビー周辺 

 

■食事 

 朝食 … 館内食堂 

       7:00～9:00 

（バイキング） 

テレビ … 無料 

ビデオ … 無し 

冷蔵庫 … 有り 

レンジ … 無し 

ドライヤー … 有り 

シャンプー … 有り 

 

 

 

 

昼食 … 校内休憩室 

     12:00～13:00 

（日替わり弁当） 

バスタオル … 有り（毎日交

換） 

タオル … 有り（毎日交換） 

歯ブラシ … 有り（毎日交換） 

髭剃り … 有り（毎日交換） 

冷暖房 … 有り 

ランドリー … コインランドリー

（徒歩5分） 

 

 

 

 

夕食 … テイクアウト弁当 

       又は店内飲食 

      17:00～21:00 

※店名：焼肉冷麺せんか 

〒020-0022 

盛岡市大通2-4-4 

 入校当日は11:50に盛岡駅東口のローソンに集合（北海道などの一部地域の方は御相談ください。）

して頂きます。 

（自家用車でお越しになられる方は、事前に自動車学校にご連絡の上、直接自動車学校に12:00まで

にお越しください。宿舎と自動車学校の移動は当校スクールバスを利用していただきます。宿舎に無料

駐車場はありません。） 

＊ チケットのご手配はお客様ご自身でなさるようお願いいたします。 

＊ 集合時間に遅れますと入校できません。やむを得ない事由で遅れる場合は自動車学校まで電話にてご連絡ください。 

※新型コロナウィルス感染症5類移行に伴う弊社の対応につきまして 

 

2023年5月8日より、新型コロナウィルス感染症が5類へと移行されました。 

弊社と致しましては、検温モニターの設置や手指消毒液の設置、校舎及び

車内の換気などを引き続き行って参ります。 

自動車教習所の特性上、車内での授業が多く組まれています。手指の消毒

やマスクの携行・着用など、体調管理や予防につきましてはお客様ご自身で

行っていただきますよう、お願い申し上げます。 

 

入校期間中のお願い 

入校期間中、体調不良等で免許合宿を継続できないと弊社が判断した場

合は一時帰宅いただきます。一時帰宅及び再開に伴う交通費はお客様負

担となります。 

 

※政府による要請などの事態が生じた場合には、やむを得ず教習・検定業

務及び合宿免許業務を延期または中止する場合がございます。 

 

ご理解、ご協力の程宜しくお願い致します。 
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 下記の条件を満たしていない方は入校することができませんので、入校手続きを開始する前にご確認ください。 

＊ 聴力及び身体に障害のある方及び運転に支障がある障害及び運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の症状を呈する睡眠

障害、統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、事前に各都道府県の運転免許センター

で「運転適性相談窓口」にて適性相談を受けてください。適性相談の結果、不適切の場合の方は受付できません。尚、適性相談票は入

校時に必ずお持ちください。 

注）お客様が虚偽の申告又は申告なしに入校し、入校後に発覚した場合、退校して頂く場合がございます。また、卒業後に運転   

  免許試験場にて受験できなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校では一切の責任を負いません。 
 

行政処分を受けた方 
＊ 交通事故・違反による行政処分を受けた方は、入校を承ることができない場合があります。必ず事前にご相談ください。 

＊ 免許取消しによる行政処分を受けた方は、各都道府県の運転免許センター「受験相談窓口」にてご自身でご相談頂き入校可能である

旨の書面を取得し、ご入校時に持ちください。 

注）上記の内容について虚偽の申告または必要な手続き（自己申告や必要書類の提出等）をされなかった場合は、入校をお断りする場合が

あります。またその際にかかった費用（教習費用、交通費、宿泊費用など）はお客様の自己負担となりますのでご留意ください。また、卒業

後に運転免許試験場にて受験できなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校では一切の責任を負いません。 

■注意事項≪身体条件≫ 
（１）質問票の提出について 
2014年6月1日の道路交通法改正により、入校時及び仮免学科試験受験時に以下の項目について質問票への回答、提出が義務付けられ、虚偽の記載をした場合には、1年以下の懲役

又は30万円以下の罰金に処せられます。 

いずれかに該当する方は、ご不安な方は、入校前に住民票所在地の運転免許試験場の運転適性相談窓口で運転適性相談を受けてください。 

1．過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、または原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。 

2．過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。 

3．過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が 

  週３回以上となったことがある。 

4．過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。 

  ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。 

  ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。 

５．病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。 

（２）その他身体条件について 
また入校時に、視力、聴力、色の識別及び運動機能(身体の一部の欠損、麻痺の有無)の適正テストを行い合格することが必要です。ご不安な方は、入校前に住民票所在地の運転免許

試験場の運転適性相談窓口で運転適性相談を受けたください。 

●身体条件や書類不備などのために入校できない場合、交通費は自己負担となります。 

年   齢 

準中型・大型特殊＝満１８歳以上６０歳未満、けん引＝満１８歳以上６０歳未満で普通、中型、大型、大特、二種免

許のいずれかを現在所持している方。大型＝満２１歳以上６０歳未満の方で普通、中型、大型特殊免許を受けてい

た期間が通算して３年以上の方。 

二種免許＝満２１歳以上６０歳未満で普通、中型、大型、大型特殊免許を受けていた期間が３年以上の方。 

視   力 大型特殊＝片眼で0.3以上かつ両眼で0.7以上の方(眼鏡・コンタクト使用可) 

準中型、けん引、大型、普通二種、大型二種＝片眼で0.5以上かつ両眼で0.8以上の方(眼鏡・コンタクト

使用可)、深視力が３回検査で平均2.0㎝以内の方。 

色彩識別 赤・青・黄の３色が識別できる方 

学   力 普通の読み書きができ、その内容を理解できる方 

運動能力 自動車の運転に支障を及ぼす身体障害のない方 

聴   力 普通の会話が聞き取れる方(補聴器可) 
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 各教習コースの教習料金は４ページ目をご参照下さい。 

教習料金については、お申し込み後10日以内に教習料金の全額またはお申込金のお支払いをお願

い致します。 

残金は、所定期日までにお支払下さい。 

 

※お申込金は、教習料金の２０％となります。料金はプランやお申し込み日によって異なります。 
※所定期日とはお申込金のお支払日の１０営業日後または入校10日前のいずれか早く到来する期日といたし

ます。 

※10日以内に全額ご入金いただく事も可能です。 

※仮免許受験のある車種の場合、教習料金の他に仮免許受験料1,700円/回、仮免交付手数料1,150円が

必要です。 

＊ 最短卒業予定日は修了検定日の関係上、入校日で異なる場合があります。 

＊ 入校当日は昼食の用意をしておりませんので、集合時間前に各自でお済ませください。 

＊ スケジュールは多少変更になる場合があります。 

＊ 修了検定は毎週月・水・金曜日（但し祝祭日を除く）閑散期は、火・木・金・土曜日（変更になる場合もあります） 

＊ 卒業検定は毎週月・水・金曜日、閑散期は火・木・日曜日（変更になる場合もあります） 

 

最短卒業日数が延びる場合 

＊ 教習の都合及び天候、公安委員会の指導による場合。 

＊ 第１段階または第２段階のみきわめがもらえない場合。 

＊ 履修状況により、教習が延長になる場合。 

 教習はおおむね次のスケジュールによって進めます。教習期間中は午前9時から午後9時までのうち、技能

教習を１～3時限、学科教習を１～８時限受講（二種免許取得時のみ）していただきます。各日の教習時間の

詳細は、入校説明（自動車学校到着後に開催）時にスケジュール表を配布してお知らせします。 

日 程 ス ケ ジ ュ ー ル 食 事 

入 校 日 

11:50  盛岡駅前（ローソン盛岡駅前店前）集合  学校到着後入校説明 

     （自家用車で直接学校に来られる方は、事前に学校に連絡の上、12:00まで 

      にお越しください。宿舎と自動車学校の移動は当校スクールバスを利用して 

      いただきます。宿舎に無料駐車場はありません。） 

13:00  運転適性検査             

14:00  教習開始                  

夕食 

教習期間 
学科教習及び技能教習 

＊修了検定日 
朝食・昼食・夕食 

卒 業 日 
10:00  卒業検定 

13:30～  卒業証明書発行・解散（＊天候等により午後から実施のときもあります） 
朝食・昼食 

注）下記の場合、合宿での入校は出来ません。 

盛岡市、雫石町、紫波町、矢巾町、滝沢市に住民票・帰省先・お勤め先及び通学先の学校がある方、 

イレズミ（タトゥー）のある方、日本語の読み書き・内容を理解出来ない方、持病、心身の障がい、アレルギー、妊娠中の方 

その他当校が特別な配慮が必要であると判断した場合 
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※年齢を問わず、保証内の場合でも、お客様の不注意または故意による教習遅延の場合は追加料金が必要になります。 

 教習料金（振り込みに必要な総額）には教習費用・宿泊費用（食事含む）・交通費（大型二種及び準中型以外取得の場合＝

10,000円上限、大型二種を含む免許取得の場合＝15,000円上限、準中型免許取得の場合、免許なし＝20,000円上限/普通

免許所持＝10,000円/準中5t所持＝交通費なし、大型特殊免許取得の場合=交通費なし）が含まれています。 

準中型５ｔ所持の方の準中型取得については、交通費の支給はありません。 

※チケットのご手配はお客様ご自身でなさるようにお願い致します。 

※交通費の清算はご卒業日となります。 

※自家用車でお越しの方は自動車学校に駐車していただき、学校宿舎間は、当校スクールバスで移動していただきます。宿泊施

設には、無料駐車場はありません。（自家用車でお越しの方の交通費もJR運賃換算でお支払いいたします。大型二種及び準中型

以外取得の場合＝10,000円上限、大型二種を含む免許取得の場合＝15,000円上限、準中型免許取得の場合、免許なし＝

20,000円上限/普通免許所持＝10,000円/準中5t所持＝交通費なし、大型特殊免許取得の場合=交通費なし） 

※集合時間に遅れますと入校出来ません。やむを得ない事由で送れる場合は自動車学校まで電話にてご連絡ください。 

 

また、教習料金には次の内容が保証されています。 

大特9,000円（税別）9,900円（税込） 
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☐ スラックスなど、運転しやすい服装 

☐ 運動靴など、運転しやすい履物 

   ＊ サンダル、ハイヒール、厚底靴などでは教習を受けることができません。 

☐ 眼鏡またはコンタクトレンズ（必要な方のみ） 

☐ 洗面用具・入浴用具など（歯ブラシ・タオル・シャンプー等） 

☐ パジャマ・着替えなどの被服類 

   ＊ 夏季でも夜間気温の低い日もありますので、長袖・長ズボンの着替えも必要です。 

☐ 洗濯に必要な用具 

☐ 健康保険証の写し・常備薬など 

      ＊ 慣れない環境で体調を崩す場合があります。発熱などで通院する場合健康保険証が必要となります。 

☐ 銀行のキャッシュカードなど 

   ＊ 現金はなるべく持ち歩かないようにしましょう。 

☐ 雨具 

☐ その他、各自必要と思われる物 

 合宿教習の場合は教習に必要な書類や持ち物はもちろんのこと、長期滞在に必要なものすべてを

携行しなければなりません。忘れ物のないように書類・持ち物のチェックをするようにしましょう。 

☐ 運転免許証 
   ＊ 運転免許証を忘れた場合、入校できませんのでご注意ください。 

   ＊ 教習期間中に免許の有効期限が切れる恐れのある方は、事前に免許更新手続きを 

      お取りください。  

   ＊ 免許証を紛失した場合は、事前に免許証の再交付を受けてください。 

☐ ※住民票（仮免許試験が必要な場合のみ必要になります） 

    本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの。３ヶ月以内に発行のもの。  
    （本籍地の記載がない場合、検定を受けることができません。）  

☐ 印鑑（自動印・ゴム印を除く） 

☐ 筆記用具（ノート・鉛筆・消しゴム等） 

☐ 各種証明書類等（必要のある方のみ） 

☐ クレジット申し込み用紙(クレジットをご利用の方のみ) 
 

 証明書類等が必要となる方 

1）運転に支障があると思われる方 

＊ 運転に支障がある障害及び運転に影響する病気(症状等)がある方は、各都道府県の運転免許センターで「運転適性相談

窓口」にて適性相談を受けてください。適性相談の結果、不適切の場合の方は受付できません。尚、適性相談票は入校時に

必ずお持ちください。 

2）行政処分を受けた方 

＊ 交通事故・違反による行政処分を受けた方は、入校を承ることができない場合があります。必ず事前にご相談ください。 

＊ 免許取消しによる行政処分を受けた方は、各都道府県の運転免許センター「受験相談窓口」にてご自身でご相談頂き入校可

能である旨の書面を取得し、ご入校時に持ちください。 
注）上記の内容について虚偽の申告または必要な手続き（自己申告や必要書類の提出等）をされなかった場合は、入校をお断りする場合がありま

す。またその際にかかった費用（教習費用、交通費、宿泊費用など）はお客様の自己負担となりますのでご留意ください。また、卒業後に運転免

許試験場にて受験できなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校では一切の責任を負いません。 

 

◇オンライン学科教習に必要なもの【対象車種：準中型免許(所持免許なし)の方】 
R05.04.26より、第一段階の学科教習をオンラインにて行っております。オンライン学科に必要なものは以下

の通りです。 

□スマートフォン、カメラ付きPC、タブレットなど、オンライン学科を受講する端末 

□イヤホン 

※上記の端末や、環境によってはイヤホンがないと、オンライン学科を受講することができず、教習が進まず

運転免許取得ができません。必ず準備のうえご入校ください。校舎内はWi-Fi環境を整えております。ご

自身の端末の通信容量などが気になる方は、校舎内でオンライン学科を受講ください。 
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